
目

次

公

告

○
建
設
業
者
の
許
可
の
取
消
し
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（
東
青
地
域

県

民

局
）
…
一

○
右

同
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（

同

）
…
一

○
右

同
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（
中
南
地
域

県

民

局
）
…
二

○
右

同
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（

同

）
…
二

○
右

同
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（

同

）
…
二

○
右

同
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（
西
北
地
域

県

民

局
）
…
三

○
右

同
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（
上
北
地
域

県

民

局
）
…
三

出
先
機
関

○
凍
結
防
止
剤
供
給
単
価
契
約
に
係
る
一
般
競
争
入
札
qqqqqqqqqqqqqqqqqq（
東
青
地
域

県

民

局
）
…
三

人
事
委
員
会

○
令
和
六
年
度
障
が
い
者
を
対
象
と
し
た
青
森
県
職
員
採
用
選
考
試
験

公
告
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（
事

務

局
）
…
五

公

告

建
設
業
者
の
許
可
の
取
消
し

建
設
業
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り

建
設
業
者
の
許
可
を
取
り
消
し
た
の
で
、
同
法
第
二
十
九
条
の
五
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す

る
。

令
和
六
年
八
月
十
九
日

青
森
県
知
事

宮

下

宗
一
郎

一

商
号
又
は
名
称

株
式
会
社
ジ
オ
ワ
ー
ク
ス

二

代
表
者
の
氏
名

土
居
竜
二

三

主
た
る
営
業
所
の
所
在
地

青
森
市
大
字
筒
井
字
八
ツ
橋
二
〇
六
の
五

四

許
可
番
号

青
森
県
知
事
許
可
（
般
―
一
）
第
一
〇
〇
九
五
七
号

五

取
消
年
月
日

令
和
六
年
七
月
五
日

六

取
消
し
に
係
る
建
設
業
の
許
可

土
木
工
事
業
、
建
築
工
事
業
、
大
工
工
事
業
、
左
官
工
事
業
、
と
び
・
土
工
工
事
業
、
石
工
事

業
、
屋
根
工
事
業
、
タ
イ
ル
・
れ
ん
が
・
ブ
ロ
ツ
ク
工
事
業
、
鋼
構
造
物
工
事
業
、
鉄
筋
工
事

業
、
舗
装
工
事
業
、
し
ゆ
ん
せ
つ
工
事
業
、
板
金
工
事
業
、
ガ
ラ
ス
工
事
業
、
塗
装
工
事
業
、
防

水
工
事
業
、
内
装
仕
上
工
事
業
、
熱
絶
縁
工
事
業
、
建
具
工
事
業
及
び
水
道
施
設
工
事
業
に
係
る

一
般
建
設
業
の
許
可

七

取
消
し
の
原
因
と
な
っ
た
事
実

令
和
六
年
七
月
四
日
前
記
建
設
業
者
が
前
記
の
工
事
業
を
廃
止
し
た
こ
と
が
、
届
出
に
よ
り
確

認
さ
れ
た
。
こ
の
こ
と
が
、
建
設
業
法
第
二
十
九
条
第
一
項
第
五
号
の
規
定
に
該
当
す
る
。

建
設
業
者
の
許
可
の
取
消
し

建
設
業
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り

建
設
業
者
の
許
可
を
取
り
消
し
た
の
で
、
同
法
第
二
十
九
条
の
五
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す

る
。

令
和
六
年
八
月
十
九
日

青
森
県
知
事

宮

下

宗
一
郎

青
森
県
報

（毎週月･水･金曜日発行）（ ）1 青 森 県 報 第802号令和６年８月19日 月曜日

第
八
百
二
号

令
和
六
年八

月
十
九
日

（
月
曜
日
）



一

商
号
又
は
名
称

株
式
会
社
フ
ジ
テ
ッ
ク

二

代
表
者
の
氏
名

蛎
崎
繁
幸

三

主
た
る
営
業
所
の
所
在
地

青
森
市
桜
川
七
丁
目
二
の
一

四

許
可
番
号

青
森
県
知
事
許
可
（
般
―
一
）
第
一
〇
〇
七
二
四
号

五

取
消
年
月
日

令
和
六
年
七
月
八
日

六

取
消
し
に
係
る
建
設
業
の
許
可

と
び
・
土
工
工
事
業
に
係
る
一
般
建
設
業
の
許
可

七

取
消
し
の
原
因
と
な
っ
た
事
実

令
和
六
年
七
月
八
日
前
記
建
設
業
者
が
前
記
の
工
事
業
を
廃
止
し
た
こ
と
が
、
届
出
に
よ
り
確

認
さ
れ
た
。
こ
の
こ
と
が
、
建
設
業
法
第
二
十
九
条
第
一
項
第
五
号
の
規
定
に
該
当
す
る
。

建
設
業
者
の
許
可
の
取
消
し

建
設
業
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り

建
設
業
者
の
許
可
を
取
り
消
し
た
の
で
、
同
法
第
二
十
九
条
の
五
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す

る
。

令
和
六
年
八
月
十
九
日

青
森
県
知
事

宮

下

宗
一
郎

一

商
号
又
は
名
称

ア
ス
ア
ー
ル
株
式
会
社

二

代
表
者
の
氏
名

小
山
内
高
雄

三

主
た
る
営
業
所
の
所
在
地

弘
前
市
大
字
土
堂
字
長
瀬
二
五
三
の
二

四

許
可
番
号

青
森
県
知
事
許
可
（
般
―
一
）
第
二
〇
〇
七
二
四
号

五

取
消
年
月
日

令
和
六
年
六
月
二
十
八
日

六

取
消
し
に
係
る
建
設
業
の
許
可

建
築
工
事
業
、
大
工
工
事
業
、
屋
根
工
事
業
、
タ
イ
ル
・
れ
ん
が
・
ブ
ロ
ツ
ク
工
事
業
及
び
内

装
仕
上
工
事
業
に
係
る
一
般
建
設
業
の
許
可

七

取
消
し
の
原
因
と
な
っ
た
事
実

令
和
五
年
十
二
月
二
十
日
前
記
建
設
業
者
が
前
記
の
工
事
業
を
廃
止
し
た
こ
と
が
、
届
出
に
よ

り
確
認
さ
れ
た
。
こ
の
こ
と
が
、
建
設
業
法
第
二
十
九
条
第
一
項
第
五
号
の
規
定
に
該
当
す
る
。

建
設
業
者
の
許
可
の
取
消
し

建
設
業
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り

建
設
業
者
の
許
可
を
取
り
消
し
た
の
で
、
同
法
第
二
十
九
条
の
五
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す

る
。

令
和
六
年
八
月
十
九
日

青
森
県
知
事

宮

下

宗
一
郎

一

商
号
又
は
名
称

株
式
会
社
ア
ル
ク

二

代
表
者
の
氏
名

小
山
内
和
寿

三

主
た
る
営
業
所
の
所
在
地

弘
前
市
大
字
一
番
町
九

四

許
可
番
号

青
森
県
知
事
許
可
（
般
―
二
）
第
二
〇
〇
三
二
七
号

五

取
消
年
月
日

令
和
六
年
七
月
四
日

六

取
消
し
に
係
る
建
設
業
の
許
可

土
木
工
事
業
及
び
鋼
構
造
物
工
事
業
に
係
る
一
般
建
設
業
の
許
可

七

取
消
し
の
原
因
と
な
っ
た
事
実

令
和
六
年
六
月
一
日
前
記
建
設
業
者
が
前
記
の
工
事
業
を
廃
止
し
た
こ
と
が
、
届
出
に
よ
り
確

認
さ
れ
た
。
こ
の
こ
と
が
、
建
設
業
法
第
二
十
九
条
第
一
項
第
五
号
の
規
定
に
該
当
す
る
。

建
設
業
者
の
許
可
の
取
消
し

建
設
業
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り

建
設
業
者
の
許
可
を
取
り
消
し
た
の
で
、
同
法
第
二
十
九
条
の
五
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す

る
。

令
和
六
年
八
月
十
九
日

青
森
県
知
事

宮

下

宗
一
郎

一

商
号
又
は
名
称

株
式
会
社
ア
ル
ク

二

代
表
者
の
氏
名

小
山
内
和
寿

三

主
た
る
営
業
所
の
所
在
地

弘
前
市
大
字
一
番
町
九

四

許
可
番
号

青
森
県
知
事
許
可
（
特
―
二
）
第
二
〇
〇
三
二
七
号

（ ）2青 森 県 報 第802号令和６年８月19日 月曜日



五

取
消
年
月
日

令
和
六
年
七
月
四
日

六

取
消
し
に
係
る
建
設
業
の
許
可

建
築
工
事
業
に
係
る
特
定
建
設
業
の
許
可

七

取
消
し
の
原
因
と
な
っ
た
事
実

令
和
六
年
六
月
一
日
前
記
建
設
業
者
が
前
記
の
工
事
業
を
廃
止
し
た
こ
と
が
、
届
出
に
よ
り
確

認
さ
れ
た
。
こ
の
こ
と
が
、
建
設
業
法
第
二
十
九
条
第
一
項
第
五
号
の
規
定
に
該
当
す
る
。

建
設
業
者
の
許
可
の
取
消
し

建
設
業
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り

建
設
業
者
の
許
可
を
取
り
消
し
た
の
で
、
同
法
第
二
十
九
条
の
五
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す

る
。

令
和
六
年
八
月
十
九
日

青
森
県
知
事

宮

下

宗
一
郎

一

商
号
又
は
名
称

北
晃
産
業

二

氏
名

坂
本
孝
文

三

主
た
る
営
業
所
の
所
在
地

五
所
川
原
市
大
字
太
刀
打
字
常
盤
八
二
の
一
八

四

許
可
番
号

青
森
県
知
事
許
可
（
般
―
三
）
第
四
〇
〇
一
七
〇
号

五

取
消
年
月
日

令
和
六
年
七
月
三
日

六

取
消
し
に
係
る
建
設
業
の
許
可

と
び
・
土
工
工
事
業
及
び
鋼
構
造
物
工
事
業
に
係
る
一
般
建
設
業
の
許
可

七

取
消
し
の
原
因
と
な
っ
た
事
実

令
和
六
年
四
月
七
日
前
記
建
設
業
者
が
死
亡
し
た
こ
と
が
、
届
出
に
よ
り
確
認
さ
れ
た
。
こ
の

こ
と
が
、
建
設
業
法
第
二
十
九
条
第
一
項
第
五
号
の
規
定
に
該
当
す
る
。

建
設
業
者
の
許
可
の
取
消
し

建
設
業
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り

建
設
業
者
の
許
可
を
取
り
消
し
た
の
で
、
同
法
第
二
十
九
条
の
五
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す

る
。

令
和
六
年
八
月
十
九
日

青
森
県
知
事

宮

下

宗
一
郎

一

商
号
又
は
名
称

有
限
会
社
田
中
電
気
工
事

二

代
表
者
の
氏
名

田
中
敏
子

三

主
た
る
営
業
所
の
所
在
地

三
沢
市
南
町
二
丁
目
三
一
の
三
七
三
九

四

許
可
番
号

青
森
県
知
事
許
可
（
般
―
三
）
第
八
六
一
九
号

五

取
消
年
月
日

令
和
六
年
六
月
二
十
八
日

六

取
消
し
に
係
る
建
設
業
の
許
可

電
気
工
事
業
及
び
電
気
通
信
工
事
業
に
係
る
一
般
建
設
業
の
許
可

七

取
消
し
の
原
因
と
な
っ
た
事
実

令
和
六
年
三
月
三
十
一
日
前
記
建
設
業
者
が
前
記
の
工
事
業
を
廃
止
し
た
こ
と
が
、
届
出
に
よ

り
確
認
さ
れ
た
。
こ
の
こ
と
が
、
建
設
業
法
第
二
十
九
条
第
一
項
第
五
号
の
規
定
に
該
当
す
る
。

出

先

機

関

凍
結
防
止
剤
供
給
単
価
契
約
に
係
る
一
般
競
争
入
札

次
の
と
お
り
一
般
競
争
入
札
に
よ
り
契
約
を
締
結
す
る
の
で
、
地
方
自
治
法
施
行
令
（
昭
和
二
十

二
年
政
令
第
十
六
号
）
第
百
六
十
七
条
の
六
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

令
和
六
年
八
月
十
九
日

東
青
地
域
県
民
局
長

上

沢

謙

一

一

一
般
競
争
入
札
に
付
す
る
事
項

次
に
掲
げ
る
物
品
の
購
入
と
し
、
そ
の
物
品
に
要
求
す
る
品
質
及
び
規
格
等
は
、
入
札
説
明
書

に
よ
る
。

凍
結
防
止
剤

千
ト
ン
程
度

二

納
入
期
間

令
和
六
年
十
一
月
一
日
か
ら
令
和
七
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

三

納
入
場
所

東
青
地
域
県
民
局
地
域
整
備
部
が
指
定
す
る
場
所
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四

入
札
に
参
加
す
る
者
に
必
要
な
資
格

１

地
方
自
治
法
施
行
令
第
百
六
十
七
条
の
四
第
一
項
及
び
第
二
項
に
規
定
す
る
者
に
該
当
し
な

い
者
で
あ
る
こ
と
。

２

令
和
五
年
六
月
十
二
日
青
森
県
告
示
第
四
百
四
号
（
物
品
等
の
競
争
入
札
参
加
資
格
）
の

一
、
又
は
令
和
六
年
二
月
十
三
日
青
森
県
告
示
第
八
十
六
号
（
物
品
等
の
競
争
入
札
参
加
資

格
）
の
一
の
い
ず
れ
か
の
規
定
に
よ
り
入
札
の
日
ま
で
に
Ａ
の
等
級
に
格
付
さ
れ
た
者
で
あ
る

こ
と
。

３

物
品
の
製
造
の
請
負
、
買
入
れ
及
び
借
入
れ
に
係
る
契
約
並
び
に
役
務
の
提
供
を
受
け
る
契

約
に
係
る
競
争
入
札
参
加
資
格
者
名
簿
登
載
業
者
に
関
す
る
指
名
停
止
要
領
（
平
成
十
二
年
一

月
二
十
一
日
付
け
青
管
第
九
百
十
二
号
。
以
下
「
指
名
停
止
要
領
」
と
い
う
。
）
に
基
づ
く
知

事
の
指
名
停
止
の
措
置
を
、
一
般
競
争
入
札
参
加
資
格
審
査
申
請
書
（
以
下
「
申
請
書
」
と
い

う
。
）
の
提
出
期
限
の
日
か
ら
開
札
の
時
ま
で
の
間
に
、
受
け
て
い
な
い
者
で
あ
る
こ
と
。

４

申
請
書
の
提
出
期
限
の
日
か
ら
開
札
の
時
ま
で
の
間
に
、
指
名
停
止
要
領
別
表
第
九
号
か
ら

第
十
六
号
ま
で
に
掲
げ
る
措
置
要
件
に
該
当
す
る
事
実
（
既
に
知
事
の
指
名
停
止
の
措
置
が
行

わ
れ
た
も
の
を
除
く
。
）
が
な
い
者
で
あ
る
こ
と
。

５

入
札
説
明
書
に
基
づ
き
、
購
入
物
品
を
十
分
に
供
給
で
き
る
体
制
が
整
備
さ
れ
て
い
る
こ
と

を
証
明
で
き
る
こ
と
。

６

購
入
物
品
の
品
質
及
び
規
格
等
が
、
入
札
説
明
書
に
基
づ
き
、
各
品
質
及
び
規
格
等
と
合
致

す
る
製
品
で
あ
る
こ
と
を
、
証
明
又
は
確
認
で
き
る
こ
と
。

五

入
札
に
参
加
す
る
者
に
必
要
な
資
格
の
審
査
の
申
請
の
時
期
及
び
場
所
等

１

入
札
に
参
加
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
あ
ら
か
じ
め
、
四
に
定
め
る
資
格
を
有
す
る
こ
と
に
つ

い
て
次
に
従
い
、
申
請
書
に
よ
り
、
審
査
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

提
出
部
数

一
部
（
当
該
申
請
書
等
に
つ
い
て
は
、
入
札
説
明
書
に
よ
る
。
）

３

提
出
期
限
等

㈠

入
札
へ
の
参
加
を
希
望
す
る
者
は
、
申
請
書
に
関
係
書
類
を
添
え
て
、
令
和
六
年
九
月
十

八
日
午
後
二
時
ま
で
に
東
青
地
域
県
民
局
長
（
地
域
整
備
部
）
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
ま
た
、
申
請
書
の
内
容
に
つ
い
て
説
明
又
は
内
容
の
変
更
を
求
め
ら
れ
た
場
合
に
は
、

こ
れ
に
応
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

㈡

㈠
の
審
査
結
果
に
つ
い
て
は
、
当
該
申
請
者
に
対
し
て
書
面
に
よ
り
別
途
通
知
す
る
。

㈢

㈠
の
説
明
及
び
内
容
の
変
更
に
応
じ
な
い
者
は
、
当
該
入
札
に
参
加
す
る
こ
と
が
で
き
な

い
も
の
と
す
る
。

４

提
出
場
所

青
森
市
大
字
幸
畑
字
唐
崎
七
六
の
四

東
青
地
域
県
民
局
地
域
整
備
部
建
設
管
理
課

電
話

〇
一
七
―
七
二
八
―
〇
二
〇
四

六

入
札
手
続
き
等

１

入
札
説
明
書
の
交
付
場
所
、
契
約
条
項
を
示
す
場
所
及
び
問
合
せ
先

青
森
市
大
字
幸
畑
字
唐
崎
七
六
の
四

東
青
地
域
県
民
局
地
域
整
備
部
建
設
管
理
課

電
話

〇
一
七
―
七
二
八
―
〇
二
〇
四

２

入
開
札
の
日
時
及
び
場
所

㈠

日
時

令
和
六
年
十
月
四
日

午
後
二
時

㈡

場
所

青
森
市
大
字
幸
畑
字
唐
崎
七
六
の
四

東
青
地
域
県
民
局
地
域
整
備
部
二
階

入
札
室

㈢

郵
便
に
よ
っ
て
入
札
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
。
（
入
札
書
の
提
出
先
、
提
出

期
限
、
提
出
方
法
の
詳
細
に
つ
い
て
は
、
入
札
説
明
書
に
よ
る
。
）

七

入
札
執
行
回
数

原
則
と
し
て
二
回
を
限
度
と
す
る
。

八

入
札
保
証
金
及
び
契
約
保
証
金
に
関
す
る
事
項

入
札
保
証
金
及
び
契
約
保
証
金
は
、
免
除
す
る
。

九

落
札
者
の
決
定
方
法

予
定
価
格
の
制
限
の
範
囲
内
で
、
売
買
代
金
に
係
る
最
低
の
価
格
を
も
っ
て
有
効
な
入
札
を

行
っ
た
者
を
落
札
者
と
す
る
。

十

契
約
の
締
結

１

落
札
決
定
の
日
か
ら
七
日
以
内
に
契
約
を
締
結
す
る
。

２

落
札
の
決
定
後
、
当
該
入
札
に
係
る
契
約
の
締
結
ま
で
の
間
に
お
い
て
、
当
該
落
札
者
が
四

に
掲
げ
る
い
ず
れ
か
の
要
件
を
満
た
さ
な
く
な
っ
た
場
合
に
は
、
当
該
契
約
を
締
結
し
な
い
。

十
一

入
札
条
件

青
森
県
財
務
規
則
に
定
め
る
入
札
者
心
得
書
（
た
だ
し
、
第
四
条
第
八
項
及
び
第
六
条
（
Ｂ
）

を
除
く
。
）
を
遵
守
す
る
ほ
か
、
入
札
説
明
書
に
よ
る
。

十
二

そ
の
他

１

契
約
手
続
に
お
い
て
使
用
す
る
言
語
及
び
通
貨
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日
本
語
及
び
日
本
国
通
貨

２

入
札
の
無
効

入
札
に
参
加
す
る
者
に
必
要
な
資
格
の
な
い
者
の
し
た
入
札
、
申
請
書
に
虚
偽
の
事
実
の
記

載
を
し
た
者
の
入
札
及
び
入
札
に
関
す
る
条
件
に
違
反
し
た
入
札
は
、
無
効
と
す
る
。

３

入
札
書
の
記
載
方
法

入
札
書
記
載
金
額
は
、
二
十
五
キ
ロ
グ
ラ
ム
入
り
一
袋
当
た
り
の
価
格
と
す
る
。
な
お
、
落

札
決
定
に
当
た
っ
て
は
、
入
札
書
に
記
載
さ
れ
た
金
額
に
当
該
金
額
の
百
分
の
十
に
相
当
す
る

額
を
加
算
し
た
金
額
（
当
該
金
額
に
一
円
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
端
数
を
切
り
捨

て
た
金
額
）
を
も
っ
て
落
札
価
格
と
す
る
の
で
、
入
札
者
は
、
消
費
税
に
係
る
課
税
事
業
者
で

あ
る
か
免
税
事
業
者
で
あ
る
か
を
問
わ
ず
見
積
も
っ
た
金
額
の
百
十
分
の
百
に
相
当
す
る
金
額

を
入
札
書
に
記
載
す
る
こ
と
。

人

事

委

員

会

令
和
６
年
度
障
が
い
者
を
対
象
と
し
た
青
森
県
職
員
採
用
選
考
試
験
公
告

令
和
６
年
度
障
が
い
者
を
対
象
と
し
た
青
森
県
職
員
採
用
選
考
試
験
を
次
の
と
お
り
実
施
す
る
の

で
、
公
告
す
る
。

令
和
６
年
８
月
19日

青
森
県
人
事
委
員
会
委
員
長

奥
崎

栄
一

１
試
験
の
種
類
及
び
程
度

⑴
種
類
障
が
い
者
を
対
象
と
し
た
青
森
県
職
員
採
用
選
考
試
験

⑵
程
度
高
校
卒
業
程
度

２
試
験
職
種
、
採
用
予
定
人
員
及
び
職
務
の
内
容

試
験
職
種
採
用
予
定
人
員

職
務

の
内

容

一
般
・
教

育
事
務

３
人
程
度

知
事
部
局
の
本
庁
若
し
く
は
出
先
機
関
又
は
県
立
学
校
若

し
く
は
市
町
村
立
の
小
・
中
学
校
又
は
教
育
行
政
機
関
に
お

い
て
一
般
事
務
に
従
事
す
る
。

注
市
町
村
立
の
小
・
中
学
校
に
配
属
に
な
っ
た
と
き
は
、
当
該
市
町
村
の
職
員
の
身
分
で
勤

務
す
る
こ
と
に
な
る
。

３
受
験
資
格

⑴
次
の
全
て
の
要
件
を
満
た
す
者

①
昭
和
60年
４
月
２
日
か
ら
平
成
19年
４
月
１
日
ま
で
に
生
ま
れ
た
者

②
次
に
掲
げ
る
手
帳
等
（
受
験
申
込
日
及
び
受
験
日
当
日
に
お
い
て
有
効
で
あ
る
も
の
）
の

交
付
を
受
け
て
い
る
者
（
※
受
験
申
込
日
に
お
い
て
交
付
申
請
中
の
場
合
は
申
込
み
で
き
な

い
。
）

ア
身
体
障
害
者
手
帳
又
は
身
体
障
害
者
福
祉
法
第
15条
の
規
定
に
よ
り
都
道
府
県
知
事
の

定
め
る
医
師
（
以
下
「
指
定
医
」
と
い
う
。
）
若
し
く
は
産
業
医
に
よ
る
障
害
者
の
雇
用
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の
促
進
等
に
関
す
る
法
律
別
表
に
掲
げ
る
身
体
障
が
い
を
有
す
る
旨
が
記
載
さ
れ
た
診
断

書
・
意
見
書
（
心
臓
、
じ
ん
臓
、
呼
吸
器
、
ぼ
う
こ
う
若
し
く
は
直
腸
、
小
腸
、
ヒ
ト
免

疫
不
全
ウ
イ
ル
ス
に
よ
る
免
疫
又
は
肝
臓
の
機
能
の
障
害
に
つ
い
て
は
、
指
定
医
に
よ
る

も
の
に
限
る
。
）

イ
都
道
府
県
知
事
若
し
く
は
政
令
指
定
都
市
市
長
が
交
付
す
る
療
育
手
帳
等
又
は
児
童
相

談
所
、
知
的
障
害
者
更
生
相
談
所
、
精
神
保
健
福
祉
セ
ン
タ
ー
、
精
神
保
健
指
定
医
若
し

く
は
地
域
障
害
者
職
業
セ
ン
タ
ー
が
発
行
す
る
知
的
障
が
い
者
で
あ
る
こ
と
の
判
定
書

ウ
精
神
障
害
者
保
健
福
祉
手
帳

③
活
字
印
刷
文
又
は
点
字
に
よ
る
出
題
に
対
応
で
き
る
者

⑵
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
は
受
験
で
き
な
い
。

①
日
本
の
国
籍
を
有
し
な
い
者

②
地
方
公
務
員
法
第
16条
に
規
定
す
る
欠
格
条
項
の
う
ち
以
下
に
該
当
す
る
者

ア
禁
錮
以
上
の
刑
に
処
せ
ら
れ
、
そ
の
執
行
を
終
わ
る
ま
で
又
は
そ
の
執
行
を
受
け
る
こ

と
が
な
く
な
る
ま
で
の
者

イ
青
森
県
の
職
員
と
し
て
懲
戒
免
職
の
処
分
を
受
け
、
当
該
処
分
の
日
か
ら
２
年
を
経
過

し
な
い
者

ウ
日
本
国
憲
法
施
行
の
日
以
後
に
お
い
て
、
日
本
国
憲
法
又
は
そ
の
下
に
成
立
し
た
政
府

を
暴
力
で
破
壊
す
る
こ
と
を
主
張
す
る
政
党
そ
の
他
の
団
体
を
結
成
し
、
又
は
こ
れ
に
加

入
し
た
者

４
試
験
日
、
試
験
会
場
及
び
合
格
発
表

試
験

試
験

日
試
験
会
場

合
格

発
表

発
表

日
発
表
方
法

第
１
次

試
験
10月
20日
（
日
）
青
森
県
総
合

社
会
教
育
セ

ン
タ
ー

10月
28日
（
月
）

（
予
定
）

受
験
者
全
員
に
合
否

を
書
面
で
通
知
す
る
ほ

か
、
合
格
者
の
受
験
番

号
を
青
森
県
庁
及
び
県

内
各
地
域
県
民
局
の
掲

示
板
に
掲
示
す
る
。
ま

た
、
青
森
県
職
員
採
用

第
２
次

試
験
11月
17日
（
日
）

（
予
定
）

11月
29日
（
金
）

（
予
定
）

案
内
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

上
に
も
合
格
者
の
受
験

番
号
を
掲
示
す
る
。

(https://w
w
w
.pref.

aom
ori.lg.jp/soshiki

/j-kanri/saiyou.h tm
l )

注
災
害
等
に
よ
り
緊
急
の
お
知
ら
せ
が
あ
る
場
合
は
、
青
森
県
職
員
採
用
案
内
の
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
「
緊
急
情
報
等
」
ペ
ー
ジ
へ
掲
載
す
る
。
（
https://w

w
w
.pref.aom

ori.lg.jp/
soshiki/j-kanri/shikentoujitsu.htm

l）
５
試
験
の
種
目
及
び
内
容

試
験
種

目
内

容

第
１
次

試
験

教
養
試
験

公
務
員
と
し
て
必
要
な
一
般
的
知
識
及
び
知
能
に
つ
い
て
、
択
一

式
に
よ
る
筆
記
試
験
を
行
う
。
（
40題
、
２
時
間
）

（
出
題
分
野
：
社
会
、
人
文
、
自
然
、
文
章
理
解
、
判
断
推
理
、
数

的
推
理
、
資
料
解
釈
）

適
性
検
査

公
務
員
と
し
て
の
適
性
に
つ
い
て
、
質
問
紙
法
に
よ
る
検
査
を
行

う
。

第
２
次

試
験

作
文
試
験

一
般
的
課
題
に
よ
り
文
章
に
よ
る
表
現
力
、
課
題
に
対
す
る
理
解

力
そ
の
他
の
能
力
に
つ
い
て
記
述
試
験
を
行
う
。
（
800字

以
内
、

１
時
間
）

（
内
容
（
論
理
性
・
思
考
力
）
、
表
現
・
国
語
力
等
を
評
価
）

面
接
試
験

人
物
に
つ
い
て
、
個
別
面
接
に
よ
り
試
験
を
行
う
。

（
積
極
性
、
協
調
性
、
堅
実
性
、
表
現
・
態
度
等
を
評
価
）

注
１
点
字
に
よ
る
受
験
の
場
合
は
、
試
験
時
間
が
一
部
異
な
る
。

２
第
１
次
試
験
の
適
性
検
査
の
結
果
は
、
第
１
次
試
験
合
格
者
の
み
使
用
す
る
。

６
配
点
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第
１
次
試
験

第
２

次
試

験
合

計
教
養
試
験

作
文
試
験

面
接
試
験

計

100
40

150
190

290

７
合
格
者
の
決
定
方
法

⑴
第
１
次
試
験

合
格
者
は
、
教
養
試
験
の
得
点
が
高
い
順
に
決
定
す
る
。
た
だ
し
、
得
点
が
合
格
基
準
に
達

し
な
い
場
合
に
は
、
原
則
と
し
て
不
合
格
と
な
る
。

⑵
第
２
次
試
験

最
終
合
格
者
は
、
第
２
次
試
験
の
各
試
験
種
目
の
合
格
基
準
を
満
た
し
て
い
る
者
に
つ
い

て
、
第
１
次
試
験
及
び
第
２
次
試
験
の
総
合
得
点
に
よ
る
順
位
で
決
定
す
る
。

８
受
験
の
手
続
及
び
受
付
期
間

⑴
試
験
案
内
（
受
験
申
込
書
）
の
入
手
方
法

ダ
ウ
ン

ロ
ー
ド
す

る
場
合

青
森
県
職
員
採
用
案
内
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
す
る
。

配
布
場
所

で
入
手
す

る
場
合

青
森
県
人
事
委
員
会
事
務
局
、
県
庁
正
面
受
付
、
県
庁
北
棟
受
付
、
県
内
各

地
域
県
民
局
地
域
連
携
部
（
県
内
各
合
同
庁
舎
正
面
受
付
）
、
県
内
各
地
域
県

民
局
地
域
健
康
福
祉
部
、
青
森
県
東
京
事
務
所
及
び
本
県
の
各
県
外
情
報
セ
ン

タ
ー
で
配
布
す
る
。

郵
送
で
請

求
す
る
場

合

封
筒
の
表
に
「
採
用
選
考
試
験
案
内
請
求
」
と
朱
書
し
、
140円

切
手
を

貼
っ
た
あ
て
先
明
記
の
返
信
用
封
筒
（
角
形
２
号
）
を
同
封
の
上
、
青
森
県
人

事
委
員
会
事
務
局
に
請
求
す
る
。

⑵
受
験
申
込
方
法
及
び
受
付
期
間

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
に
よ
る
申
込
み
を
原
則
と
す
る
。
た
だ
し
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
に
よ
る
申

込
み
が
で
き
な
い
場
合
は
、
郵
送
又
は
持
参
に
よ
り
申
込
み
す
る
こ
と
。

①
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
に
よ
る
方
法
（
原
則
）

受
験
申
込

方
法

「
青
森
県
電
子
申
請
・
届
出
シ
ス
テ
ム
」
に
ア
ク
セ
ス
し
、
所
定
の
事
項
を

入
力
す
る
こ
と
。
具
体
的
な
手
続
方
法
に
つ
い
て
は
、
青
森
県
職
員
採
用
案
内

の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
確
認
す
る
こ
と
。

受
付
期
間

８
月
19日
（
月
）
午
前
８
時
30分
か
ら
９
月
13日
（
金
）
午
後
５
時
15分
ま

で
の
間
に
、
「
青
森
県
電
子
申
請
・
届
出
シ
ス
テ
ム
」
で
受
信
し
た
も
の
に
限

り
受
け
付
け
る
。

受
験
票
の

作
成

９
月
24日
（
火
）
に
青
森
県
職
員
採
用
案
内
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
「
受
験
番

号
一
覧
表
」
を
掲
載
す
る
の
で
、
掲
載
後
速
や
か
に
確
認
し
、
所
定
の
方
法
に

よ
り
「
受
験
票
」
を
作
成
す
る
こ
と
。

②
郵
送
又
は
持
参
に
よ
る
方
法

受
験
申
込

方
法

郵
送
す
る

場
合

封
筒
の
表
に
「
採
用
選
考
試
験
申
込
」
と
朱
書
し
、
受
験
申
込

書
・
受
験
配
慮
事
項
確
認
票
、
受
験
票
及
び
返
送
用
封
筒
を
封
入

し
、
簡
易
書
留
で
青
森
県
人
事
委
員
会
事
務
局
に
郵
送
す
る
こ

と
。

直
接
持
参

す
る
場
合

受
験
申
込
書
・
受
験
配
慮
事
項
確
認
票
、
受
験
票
及
び
返
送
用

封
筒
を
、
青
森
県
人
事
委
員
会
事
務
局
に
提
出
す
る
こ
と
。

受
付
期
間

８
月
19日
（
月
）
か
ら
９
月
13日
（
金
）
ま
で
。
た
だ
し
、
土
曜
日
及
び
日

曜
日
は
受
け
付
け
な
い
。

受
付
時
間
は
、
午
前
８
時
30分
か
ら
午
後
５
時
15分
ま
で
と
す
る
。

郵
送
の
場
合
は
、
９
月
13日
（
金
）
必
着
と
す
る
。

受
験
票
の

交
付

受
験
票
は
、
受
験
番
号
を
記
入
の
上
、
９
月
27日
（
金
）
に
発
送
す
る
。
受

験
票
が
10月
２
日
（
水
）
ま
で
に
返
送
さ
れ
な
い
場
合
は
、
速
や
か
に
青
森
県

人
事
委
員
会
事
務
局
ま
で
連
絡
す
る
こ
と
。

９
採
用
予
定
日

採
用
予
定
日
は
、
令
和
７
年
４
月
１
日
で
あ
る
。

な
お
、
採
用
時
に
お
い
て
「
３
受
験
資
格
」
⑴
②
に
該
当
し
て
い
る
こ
と
が
確
認
で
き
な
い

場
合
、
最
終
合
格
者
で
あ
っ
て
も
採
用
さ
れ
な
い
。

（ ）7 青 森 県 報 第802号令和６年８月19日 月曜日



10
試
験
結
果
の
情
報
提
供

こ
の
採
用
試
験
の
結
果
は
、
受
験
者
本
人
か
ら
の
口
頭
に
よ
る
申
出
に
応
じ
て
本
人
に
対
し
て

次
の
と
お
り
情
報
提
供
す
る
。
受
験
者
本
人
で
あ
る
こ
と
を
証
明
す
る
書
類
（
運
転
免
許
証
、
学

生
証
、
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
等
）
を
持
参
の
上
、
午
前
８
時
30分
か
ら
午
後
５
時
15分
ま
で
の

間
に
青
森
県
人
事
委
員
会
事
務
局
に
直
接
申
し
出
る
こ
と
。
た
だ
し
、
土
曜
日
、
日
曜
日
及
び
祝

日
は
受
け
付
け
な
い
。

申
出
で
き
る
者

提
供
す
る
情
報

提
供
で
き
る
期
間

第
１
次
試
験
不
合
格
者
第
１
次
試
験
の
総
合
得
点
、
順

位
及
び
合
格
基
準
未
満
の
試
験

種
目

第
１
次
試
験
合
格
発
表
の
日
か

ら
１
月
間

第
２
次
試
験
受
験
者

第
１
次
試
験
の
総
合
得
点
及
び

順
位
、
第
２
次
試
験
の
試
験
種

目
別
得
点
及
び
合
格
基
準
未
満

の
試
験
種
目
並
び
に
最
終
総
合

得
点
及
び
最
終
順
位

最
終
合
格
発
表
の
日
か
ら
１
月

間

注
第
２
次
試
験
に
お
い
て
合
格
基
準
未
満
の
試
験
種
目
が
あ
る
場
合
、
最
終
順
位
は
つ
か
な

い
。

11
初
任
給
そ
の
他
の
給
与

初
任
給
は
、
令
和
６
年
４
月
採
用
の
高
校
新
卒
者
の
場
合
で
166,600円

程
度
、
大
学
新
卒
者

の
場
合
で
187,300円

程
度
で
あ
る
。

な
お
、
卒
業
後
に
職
歴
が
あ
る
場
合
は
、
一
定
の
基
準
で
算
出
さ
れ
た
額
が
加
算
さ
れ
る
。
ま

た
、
６
月
及
び
12月

に
期
末
・
勤
勉
手
当
が
支
給
さ
れ
る
ほ
か
、
支
給
条
件
に
応
じ
て
扶
養
手

当
、
通
勤
手
当
、
住
居
手
当
等
が
支
給
さ
れ
る
。
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